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●１６歳以上 

●運転免許の有無は関係なし 

 令和８年４月１日から「交通反則通告制度」通称「青切符」が自転車にも導入

されました。 

 指導警告、青切符、赤切符など、違反の悪質性や危険性によって手続きが変わ

りますが、指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入後も変わりません。 

 自転車を運転する前に、改めて交通ルールを確認しましょう 

  詳細はこちらから 


